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防災行政無線自動電話応答サービスp042－438－4103　災害発生時などに、防災行政無線で放送した内容を電話で確認できます。　

▲

危機管理課o

①無料パソコン体験（初心者向）
18日㈭午後１時～４時
②パソコン入門（全４回）
５～26日㈮午前
③ワード初級（全４回）
２～23日㈫午前
④エクセル初級（全４回）
２～23日㈫午後
⑤iPhone入門（全２回）
５・12日㈮午後
⑥スマホ入門（全２回）
19・26日㈮午後
⑦Line（全２回）
９・16日㈫午前
d①②以外は文字入力のできる方
e各10人（申込順）
g②～④8,000円、⑤～⑦4,000円
i開始日１週間前までに、往復はが
きで講座名・受講日・住所・氏名・年
齢・電話番号をjへ
b・jシルバー人材センター
　〒202－0021東伏見６－１－36
　p042－428－0787

パソコン・スマホ教室（３月）

　一般の社会人や学生を公募・採用し、
所定の教育訓練終了後、「予備自衛官」
（近年は災害派遣でも活躍）として任
用されます（訓練期間：一般「50日／
３年以内」、技能「10日／２年以内」）。
※採用・訓練時期：７月１日以降、予
備自衛官補に任命され、訓練日程が調
整されます。
□応募資格
●一般：18歳以上34歳未満の方
●�技能：18歳以上で保有する資格な
どに応じ53～55歳未満の方
□試験日程　
４月17日㈯～21日㈬
□受付期間　
４月９日㈮まで

※詳細は下記へお問い合わせください。
自衛隊　西東京
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

自衛隊　予備自衛官補募集
（一般・技能）

市内の犯罪状況（令和２年）
　令和２年は、前年に比べ侵入窃盗はほぼ半分に減少しているものの、特殊
詐欺や子どもに対する犯罪などは増加しています。また、依然として、公然
わいせつや子ども・女性への声掛けなど、性犯罪に発展するおそれのある事
案も発生しています。地域の目が行き届けば、犯罪被害を未然に防ぐ効果が
期待できます。日頃から環境の整備や地域のつながりを深め、「犯罪のない
安全・安心なまち西東京市」を皆さんで作り上げていきましょう。
□市内の指定重点犯罪認知件数（田無警察署集計値）� 令和２年12月末現在

特殊詐欺被害に遭わないために
～犯人と　話さなければ　だまされない～

　特殊詐欺被害に遭わないために、自宅の電話は、留守番電話を活用しましょ
う。
　犯人と話してしまうと、巧みな話術で相手のペースに乗せられてしまい、
だまされてしまうおそれがあります。留守番電話に設定し、犯人と会話しな
いようにしましょう。
　留守番電話の内容を聞いて相手を確認し、少しでも「おかしい」と感じたら、
迷わず110番通報しましょう。
j田無警察署p042－467－0110▲

危機管理課op042－438－4010

　　　年
区分　　　

令和２年
（令和２年１月１日
～12月31日）

令和元年
（平成31年１月１日
～令和元年12月31日）

増減

特殊詐欺
（合計被害金額）

48
（約8,000万円）

44
（約１億7,800万円）

＋４
（－約9,800万円）

ひったくり １ ０ ＋１
侵入窃盗 52 113 －61
強盗 １ １ ±０
性犯罪 ４ ４ ±０
自動車盗 ０ ２ －２

子どもに対する
犯罪 ３ ０ ＋３

市内の火災状況（令和２年）
　令和２年中の西東京市内の火災件
数は48件（前年比11件増）、焼損面
積は73㎡（前年比246㎡減）で、火
災による死者はなく、ケガ人は４人
（前年比７人減）でした。
　出火原因で最も多いのは電気器
具・配線などの「電気設備機器」で
15件、次に「放火（火遊びを含む）」
で11件、次いで「たばこ」が10件と
なっています（令和２年12月31日
時点）。
□火災を防ぐポイント
①電気設備機器
● �コードを束ねたり、ねじれたまま
使用すると、発熱し火災になる場
合があるので、コードは伸ばした
状態で使用する。

●�何かの拍子にスイッチが入ってし
まう可能性があるので、使用して

いない電気製品の差し込みプラグ
はコンセントから抜いておく。

●�地震などで倒れる危険があるので、
暖房器具などの周囲にものを置か
ない。
②放火
●家の周りに可燃物を置かない。
●ゴミは決められた日の朝に出す。
③たばこ
● �たばこを吸いながら寝入ると危険
です。寝たばこはやめる。

●�吸い殻は水につけるなど、完全に
消えたことを確認した後に捨てる。
※詳細はjのkをご覧ください。
j西東京消防署
　p042－421－0119▲

危機管理課o
　p042－438－4010

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、既に市報などで掲載されているものや、例年行われているイベント・事業についても中止・延期となっている
可能性があります。事前にお問い合わせいただくようお願いします。また、参加される際には、マスクの着用など、感染症対策にご協力ください。

農業者による市民農園が新たに北町に開設されます
　市では、第２次西東京市農業振興計画において、農業者による市民農園の
開設の支援を推進しています。令和３年４月には、新たな農業者による市民
農園（※１）が開設されます。また、市内には現在３園が開設されています。
※詳細は各農園までお問い合わせください。▲

産業振興課np042－420－2820

農園名・所在地 申込先・園主名・電話 総区
画数

募集
区画数

新規 ベジっ子ファーム北町　※１
北町２－２

〒202－0003　北町１－１－25
蓮見一夫　p090－2620－8238 30 30

既存 楽農塾　※２
住吉町１－19

〒202－0005　住吉町３－３－２
保谷隆司　p080－3382－3548 29 若干

既存 石井園
北原町３－３

〒188－0003　北原町３－３－62
石井龍太郎　p080－1058－1921
※㈬・㈯は電話不可

17 若干

既存 シェア畑　田無北原
北原町３－６

㈱アグリメディア
p0120－831－296

115 若干

※１新規開設　※２「農業を知る講座」を受講した方のみ

市民集会所などの予約方法の変更および臨時休館
　４月利用分から市民集会所などの予約方法が変更となります。公共施設予
約管理システムを導入するため、ご自宅のパソコン・スマートフォン・携帯
電話・公共施設に設置しているロビー端末からの予約申込となります。
　また、このことに伴う工事などが必要となるため、次のとおり臨時休館し
ます。
　詳細は、市kまたは下記へお問い合わせください。
　ご理解とご協力をよろしくお願いします。
□対象施設・臨時休館期間

▲

文化振興課np042－420－2817

対象施設 臨時休館期間
新町市民集会所 ３月�１日㈪

～�３月31日㈬

東伏見市民集会所 ３月�３日㈬保谷町市民集会所
東町市民集会所 ３月�４日㈭谷戸第二地区会館
芝久保第二地区会館 ３月�５日㈮
北原地区会館 ３月�８日㈪
田無町地区会館 ３月�９日㈫
上向台地区会館 ３月11日㈭
緑町市民集会所 ３月12日㈮
柳橋第二市民集会所 ３月13日㈯
ひばりが丘市民集会所 ３月15日㈪ひばりが丘北市民集会所
柳沢第三市民集会所 ３月16日㈫
富士町市民集会所 ３月17日㈬

市公式SNS
（ツイッター＆フェイスブック）

❖フェイスブック（Facebook）
　市内のイベントや市政情報（取組など）、パ
ブリックコメント、選挙情報などを主に配信
します。
□フェイスブックページ名　「西東京市」

※いずれも「安全・安心いーなメール」と連動し、防災情報もリアルタイムに
届きます。▲
秘書広報課n p042－460－9804

❖ツイッター（Twitter）
　市kに掲載したコンテンツの表題や概要、
リンクの情報などを主に配信します。
□ユーザー名　@koho_nishitokyo

旬の情報を発信！


